
第 1回火葬場選定評価委員会 議事概要 

 

1.日 時 令和 6年 2月 8日（木）10：00～12:30 

2.場 所 豊中市役所第一庁舎 2階大会議室 

3.出席者 委員 5名（定数 5名） 

      事務局 小野福祉部長、甲斐福祉部次長兼地域共生課長、 

高橋地域共生課長補佐 松下係長、岸井主査、中井 

4.議 題 (１) 本会議の進め方について 

（２）会長の選任及び職務代理者の指名について 

（３）諮問について 

（４）募集要項（案）、仕様書（案）、審査基準表(案)について 

（５）今後のスケジュール 

（６）その他（火葬場施設視察） 

 

 

【議事概要】 

（1）本委員会の進め方について 

  豊中市情報公開条例第７条に規定する不開示情報として、応募者の競争上の地位を 

侵害する恐れのある事項が含まれるため、同条例第２３条第１項の規定に基づき非公開

で進めていくことを事務局より説明を行った。 

 

(２)会長の選任および職務代理者の氏名について 

 会長については、「豊中市火葬場指定管理者選定評価委員会規則」第５条第２項の規定 

「委員の互選」により、倉本委員が会長となった。 

  また、職務代理者については委員会規則第５条第４項の規定に基づき、会長指名の 

もと田中委員が職務代理者となった。 

 

（３）諮問について 

市長にかわり、福祉部長から会長へ「豊中市立火葬場の指定管理者の選定」について 

  委員会の意見を求める諮問を行った。 

 

（４）募集要項（案）、仕様書（案）、審査基準表(案)について 

     事務局より募集要項（案）、仕様書（案）、審査基準表(案)についての概要と火葬場

におけるサービス水準や火葬炉保全等、主なポイントの説明を行った後、各選定項目

について審議を行った。審議の結果、質問・意見があった事項については、後日、当

該意見に基づき修正案を作成し、次回選定評価委員会で再審議することとした。 



（５）今後のスケジュール 

  今後のスケジュールについて、事務局から説明を行った。 

 

（６）その他 

    火葬場施設の視察を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 2回火葬場選定評価委員会 議事概要 

 

1.日 時 令和 6年 3月 14日（木）10：00～12:30 

2.場 所 豊中市役所第二庁舎 3階大会議室 

3.出席者 委員 5名（定数 5名） 

      事務局 甲斐福祉部次長兼地域共生課長、高橋地域共生課長補佐  

松下係長、岸井主査、中井 

4.議 題 (１)募集要項（案）、仕様書（案）、審査基準表(案)について 

(２)今後のスケジュール 

 

【議事概要】 

（1）募集要項（案）、仕様書（案）、審査基準表(案)について 

   事務局より前回の選定評価委員会で意見のあった募集要項（案）、仕様書（案）、審

査基準表(案)について変更点の説明を行った後、審議を行った。各委員の意見を反映

させ、最終、公募資料を確定していくことを説明した。 

       

(2)今後のスケジュール 

  事務局より今後のスケジュールについて説明を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3回火葬場選定評価委員会 議事概要 

 

1.日 時 令和 6年 10月 4日（金）14：00～17:00 

2.場 所 豊中市役所第二庁舎 3階大会議室 

3.出席者 委員 5名（定数 5名） 

      事務局 甲斐福祉部次長兼地域共生課長、高橋地域共生課長補佐  

大東係長、岸井主査、佐藤、中井 

4.議 題 (１)面接審査 

(２)指定管理者候補者の審査結果について 

(３)答申について 

(４)その他 

 

【議事概要】 

（1）面接審査 

  事務局より面接審査及び選定方法の説明を行った後、応募団体 1団体によるプレゼン

テーション及び質疑応答を行った。面接後、事前の書類審査の結果を基に評価点の最終

調整を行った。  

 

（2）指定管理者候補者の審査結果について 

  採点結果に基づき、次期火葬場指定管理者の第一候補者が選定された。 

 

（3）答申について 

  これまでの審議の中で出された意見や評価内容等を踏まえ、答申案を策定し、会長よ

り市長あて答申を行うこととした。 

  

（4）その他 

  事務局より今後の予定について説明を行った。 

 

 

 

 


